
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料  



１  さ ま ざ ま な 事 例 と 留 意 し た い 点  

「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針 解説・事例集」（平成25年5月内閣府男女共同参画局）より抜粋  

 
１  各 避 難 所 で は ， 避 難 者 名 簿 が 作 成 さ れ た が ， あ る 避 難 所 で は 配 偶 者 か

ら の 暴 力 の 被 害 者 か ら ， 「 夫 に 居 場 所 を 知 ら れ た く な い の で ， 避 難 所 の
名 簿 に 名 前 を 出 さ な い で ほ し い 」 と い う 要 望 が 寄 せ ら れ た 。  

 
２  性 的 マ イ ノ リ テ ィ 等 に も 配 慮 し ， 男 女 共 用 の ユ ニ バ ー サ ル ト イ レ は 最

低 で も １ つ は 設 置 す る よ う 検 討 す る こ と が 必 要 で す 。 屋 外 の ユ ニ バ ー サ
ル ト イ レ だ と ， 車 イ ス の 方 が 使 用 す る こ と が 困 難 な の で ， 室 内 型 の 仮 設
ト イ レ を 検 討 す る こ と が 望 ま れ る 。  

 
３  東 日 本 大 震 災 で は ， 避 難 所 に 授 乳 や 着 替 え を す る 場 所 が な く ， 女 性 が

布 団 の 中 で 周 り の 目 を 気 に し な が ら 着 替 え た り ， 女 性 専 用 の 物 干 し 場 が
な い た め ， 下 着 が 干 せ な い な ど の 課 題 が 指 摘 さ れ た 。  

 
４  過 去 の 災 害 で は ， 乳 幼 児 の い る 家 族 が 子 ど も の 泣 き 声 で 他 の 避 難 者 に

迷 惑 を か け る の で は な い か と 気 に し て ， 避 難 所 で は な く ， 自 宅 や 車 の 中
な ど で 避 難 生 活 を 送 っ た 世 帯 が 多 か っ た こ と が 報 告 さ れ て い る 。 避 難 所
内 に お い て ， 妊 産 婦 や 乳 幼 児 の い る 家 庭 用 の ス ペ ー ス を 設 け る こ と や ，
在 宅 で の 避 難 を 選 択 し た 者 等 に 対 し て も ， 必 要 な 物 資 や 情 報 等 が 提 供 さ
れ る よ う 支 援 を 行 う こ と が 必 要 で あ る 。  

 
５  避 難 所 の 開 設 に 際 し て は ， 単 身 女 性 や 女 性 の み の 世 帯 の エ リ ア や ， 若

い 女 性 の い る 家 族 の エ リ ア を 設 定 す る な ど ， 最 低 限 の プ ラ イ バ シ ー が 確
保 さ れ る よ う に 留 意 す る こ と が 必 要 で あ る 。 東 日 本 大 震 災 で は ， 女 性 た
ち が 間 仕 切 り 用 パ ー テ ィ シ ョ ン の 設 置 を 求 め て い て も ， 避 難 所 の 運 営 に
関 わ っ て い な か っ た り ， 運 営 者 の 意 向 と 反 対 の 意 見 を 出 す と 居 づ ら く な
る の で は と 心 配 し ， 要 望 が 実 現 し な か っ た ， と い う 避 難 所 も あ っ た 。  

 
６  一 般 の 避 難 所 で は 生 活 す る こ と が 困 難 な 災 害 時 要 援 護 者 が ， 避 難 所 で

の 生 活 に お い て 特 別 な 配 慮 が 受 け ら れ る 福 祉 避 難 所 を 設 置 す る 際 に は ，
男 女 の 身 体 的 性 差 や 男 女 の ニ ー ズ の 違 い 等 に 配 慮 す る こ と が 必 要 で あ る 。 

 
７  様 々 な 事 情 を 抱 え た 者 も 当 然 含 ま れ る 。 た と え 更 衣 室 や 入 浴 設 備 が 男

女 別 と な っ て い て も 利 用 を た め ら う 人 は い る 。 こ れ ら の 人 が 排 除 さ れ る
こ と の な い よ う ， 短 時 間 で も 一 人 で 利 用 で き る 時 間 を 確 保 す る な ど の 対
策 も あ り 得 る こ と を 認 識 す る こ と が 重 要 で あ る 。  

 
８  東 日 本 大 震 災 で は ， 避 難 所 等 に お い て ， 女 性 の 要 望 や 意 見 が 重 視 さ れ

な い 傾 向 に あ っ た こ と や ， 女 性 が 要 望 や 意 見 を 言 う と ， 肩 身 が 狭 い 思 い
を し た り ，避 難 所 を 出 て い か な け れ ば な ら な く な る と い う 不 安 な ど か ら ，
女 性 用 の 物 資 が 不 足 し て い て も 女 性 が 要 望 す る こ と を 躊 躇 す る 傾 向 に あ
っ た 。  

 
９  東 日 本 大 震 災 に お い て は ， 避 難 所 の リ ー ダ ー に 女 性 が 少 な く ， 物 資 担

当 者 が 男 性 で あ っ た こ と な ど か ら ， 女 性 が 必 要 と す る 物 資 の 要 望 が 出 し
に く く ， 女 性 用 下 着 や 生 理 用 品 が 届 い て も ， 男 性 が 配 布 し て い る た め ，
恥 ず か し さ か ら も ら い に 行 き づ ら い と い う 声 が 聞 か れ た 。  

 
1 0  東 日 本 大 震 災 で は ， 避 難 所 で ， 知 ら な い 人 が 隣 に 寝 て い て ， 身 体 を 触

ら れ た ， 更 衣 室 を の ぞ か れ た な ど の 相 談 も 寄 せ ら れ て お り ， 女 性 に 対 す
る 暴 力 等 が 懸 念 さ れ る 。 そ の た め ， 就 寝 場 所 や 女 性 専 用 ス ペ ー ス 等 を 巡
回 警 備 し た り ， 防 犯 ブ ザ ー を 配 布 す る な ど の 配 慮 が 必 要 で あ る 。 女 性 や
子 ど も に 対 す る 暴 力 等 は ， 暗 が り や 夜 間 に 起 き る と は 限 ら な い 。 避 難 所
の 管 理 責 任 者 や リ ー ダ ー は ， こ の こ と を 十 分 に 理 解 し ， 暴 力 を 許 さ な い
環 境 づ く り を 行 う と と も に ， 被 害 者 に 対 し て 適 切 な 対 応 を す る こ と が 必
要 で あ る 。  

 

 

 

 



２  セ ン タ ー 運 営 委 員 会 で の ワ ー ク シ ョ ッ プ  

 
セ ン タ ー 運 営 委 員 会 で は ， ワ ー ク シ ョ ッ プ を 計 ３ 回 行 っ た 。 ロ ー ル モ デ ル を

仮 想 し ， 起 こ り う る 悩 み 事 ， 対 応 策 を 話 し 合 っ た 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１回目  

２ 回 目   



【発災～３日で発生する事象】

センター各居室・スペースの活用 学校避難所とセンターの連携 在宅避難生活におけるニーズ

予測でき
ること

●あくろすは駅から近いので，帰
宅困難者や近隣の市民からの要
望が多く寄せられる。
●ＤＶ被害者が安全な居場所を
求めてくる可能性がある。
●治安の悪化，特に女性への性
暴力が心配
●トイレの問題
●通院・旅行客ほか住民以外の
居場所に困った人が，情報を求
めてくる。

●子どもの夜泣きなどがあると周
りに気遣い，女性や子どもが安心
して過ごせない。
●トイレ周辺の安全が確保される
か
●授乳や着替えなどのプライ
ベートスペースが十分に確保され
ない。
●平等な支援を前提とした避難
所では，困っていることを個々に
言い出せない

●育児・介護に関わる悩み・困りごとを相
談できる場所がほしい
●女性用品がどこにあるのか等の情報の
不足
●個々に家庭状況，被災状況も異なるの
でニーズ把握が難しい。

どう対応す
べきか

●現在，あくろすは避難所に指
定されていないが，ＤＶ被害者等
居場所に困っている人のための
一時滞在スペースが必要
●混乱している状況でも，市が
保有する情報をできる限り正確
に適宜提供する
●女性への性暴力の相談があっ
た場合の対応
●だれでもトイレ（水洗トイレが通
常通り使えれば）の提供

●避難所を回って声をかける＝
女性特有のニーズの把握
●希望する女性のための女性専
用スペースの確保
●災害対策本部に女性のニーズ
を伝える。
●女性の茶話会を開いて，話し
やすい雰囲気をつくる。

●女性のための相談窓口の設置（巡回，
来所），御用聞き
●正しい情報，求められている情報を的
確に提供

マニュア
ルで対応
できない
か

●あくろすが24時間使えるス
ペースとなれば，市として非常時
にスペースをどのように使える
か，現在のＢＣＰとあわせて検討
する。その結果を内部のマニュア
ルとしてスタッフに周知できるの
ではないか。

●ニーズの聞き取りは，女性や子
どもだけなどを集めて行うというこ
とを避難所マニュアルに明記する
必要があるのではないか。
●避難所リーダーとして女性を配
置する等を記載することが必要で
はないか。

平常時の
取組

●センターは市の災害対策につ
いての最新情報を常に把握して
おく必要がある
●女性への性暴力の相談があっ
た場合の対応を平常時からス
タッフが情報共有する。

●避難所運営について，女性の
視点から配慮しておきたい指針
をリーフレットにまとめ，全戸配布
する。関係団体・職員にも周知す
る。

●利用者と職員の顔と顔がつながる関係
づくりに努める。
●市民活動支援センターとの連携強化
●相談窓口の周知（各家庭での問題に寄
り添う）

提案

３ 回 目

●女性の視点で考えた避難所運営や日頃の備えに関するリーフレットの作成
●男女共同参画推進センターの役割を明確にし，平常時から周知
●女性の視点を入れる，女性の意見を反映させるなどの文言だけでなく，具体的な数値目標を明記（避難所の
リーダーの３割は女性を配置するなど）することが実現性を高める上で必要

第１回，２回のワークショップから，第３回ではセンターについて改めて,各事象について予測できること，それ
に対応してできること，平常時の取組について話し合いを行った。



【発災３日後～１ヶ月で発生する事象】

家事負担の女性への偏り是正 市民による支え合い 女性・子どもへの暴力防止

予測でき
ること

●非常時の混乱の中では，性別
役割分担が強化されてしまう状
況は避けられない。
●平常時から育児，介護負担が
女性に偏っていることから，非常
時にはより集中しがちとなる。
●災害が発生して間もない時期
なので、やれる人がやっているだ
ろう。
●男性に偏りがちな重労働も取り
上げる必要がある。

●近所、知り合いなどでの助け合
い
●市民グループの活動は難しい

●ＤＶ被害で身を隠している人は，配偶者
と遭遇してしまうかもしれないので，避難所
ヘ行くことができないのではないか。
●ＤＶ被害者が安全な居場所を求めてく
る可能性がある。
●治安の悪化，特に若い女性への性暴力
が心配
●停電，街灯損壊状態に女性が不安を感
じる
●さまざまな不安を抱えて、暴力が発生し
やすい状況になる可能性はある。
●男女共同参画推進センターとして直接
的なことはできない
●避難所の掲示板などに、相談できる施
設があることを貼りだすことは可能
●アルコール依存症などの家族がいる場
合も考えられる。

どう対応す
べきか

●男性も女性も協力してやると楽
になることを考える＝公平な作業
分担，協力体制
●落ち着いたら，井戸端トークの
ような気軽に話せる場を作る
●災害が起きてから偏りを修正し
ようとしても無理。日常での働き
かけが必要

●避難所を回って声をかける＝
女性特有のニーズの把握
●希望する女性のための女性専
用スペースの確保
●災害対策本部に女性のニーズ
を伝える。
●女性の茶話会を開いて，話し
やすい雰囲気をつくる。

●平常時から，地域リーダーが性犯罪や
ＤＶについての正確な知識や情報を理解
しておくことが，災害後の暴力防止に役立
つ。
●非常時のＤＶ被害者の一時保護施設の
確保を考える
●できるだけ迅速な相談事業の再開を目
指す。

マニュア
ルで対応
できない
か

●避難所マニュアルに，暴力未然防止の
ためにトイレの周辺などを明るくすること
や，夜間の見回りなどの対策を明記

平常時の
取組

●男性の料理，家事教室などの
講座を開催するなどの啓発活動
が必要
●講座、講演会、広報などの啓
発活動が必要

●物の貸し借りができる，顔と顔
が見える関係づくりにつながるイ
ベントを開催
●センターの活動に協力してくれ
る人材とつながる
●あらゆる意思決定の場に女性
の参画を働きかける
●地域で参加しやすい避難訓練
を実施
●女性リーダーを育成する取組
みが必要

●出前講座を充実させ，暴力の被害者に
も加害者にもならないための予防講座を
積極的に開催
●相談事業を迅速に再開するための対策
を検討
●非常時の混乱に紛れて，性暴力が起こ
りうることがあるなど注意事項を配布するな
どさまざまな手段で事前に広く知らせるこ
とが重要
●平常時に男女共同参画推進センターの
活動が知られていないと、災害時に頼れる
存在にはなれない

提案

●男女共同参画推進センターという固い名前が周知を阻んでいる可能性もある
●親しみやすい名前、愛称を持つとよいのではないか

●分担が性別で偏らないようにすること、避難所運営に必ず女性を
入れることなどをマニュアルに入れておく必要はある
●ないよりはあった方がいいが、現場では、いちいちマニュアルを
見ていられない
●日常的に個人の意識の中に浸透させておかないといけない



３ 男女共同参画推進センターの開催の記録 
 

 開 催 日 時 内  容 

平
成
二
十
六
年
度 

第 1回 平成 26 年 8月 18 日 
・委員委嘱，委員長・副委員長選出 

・開催スケジュールについて 

・総合防災安全課出前講座「みんなで進める災害対策」 

・講演「首都直下型地震が起きたら～調布はどうなる？」 

講師：市古委員長 

第 2回 9 月 20 日 
・学習会「男女共同参画推進センターの役割」 

講師：内藤和美氏（芝浦工業大学男女共同参画推進室 特任教授） 

・意見交換「男女共同参画の視点から首都直下型地震を考える～3.11 を振

り返って」 

第 3回 11 月 20 日 
・ワークショップ「首都直下型地震に備えて多様な視点で考える地域防災 

～男女共同参画推進センターができること」 

・平成 26 年度事業実施状況（報告） 

第 4回 平成 27 年 1月 27 日 ・ワークショップ「避難生活期と生活再開移行期に絞って」 

・ワークショップを終えて～意見交換 

平
成
二
十
七
年
度 

第 1回 6 月 19 日 ・提言の方向性について 

・テーブルトーク～防災視点で改めてセンターについて考える 

・男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず 2015 での展示について 

第 2回 10 月 9 日 ・提言（原案）の検討 

第 3回 12 月 15 日 ・提言（素案）の検討 

第 4回 平成 28 年 2月 17 日 ・提言（修正案）の検討 

・提言提出について 

 

４ 男女共同参画推進センター運営委員名簿 
                                        （敬称略） 

委員長   市古 太郎 首都大学東京大学院・都市システム科学域 准教授 

副委員長 熊﨑 清子 調布地域女性史編纂委員会委員長 

宇治 和子 こくりょう・みんなの広場（国領小学校地区協議会）代表 

小宮 庸子 保健師 

          小森 美奈子 
ピュアハート会員，防災楽団会員, 

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず2015実行委員会委員長 

     菅野 武利 市民プラザあくろす事務所長（指定管理者：株式会社セイウン） 

     角  杉信 パパネット会員 

     髙橋 仁人 メッセージI副代表 

     田村 昇 調布市立小中学校校長会会長，調布市立神代中学校校長 

仁藤 美保 調布市生活文化スポーツ部男女共同参画推進課長（平成27年4月1日から） 

岩井 涼悦 調布市生活文化スポーツ部男女共同参画推進課長（平成27年3月31日まで） 

二宮 陽子 
アステル会員，男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず2014実行委員会委員長 

（平成27年3月31日まで） 

内藤 敬子 男女共同参画推進指導員（平成27年12月31日まで） 
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